


＜＜協協同同組組合合ケケーーエエススジジーー＞＞  

所在地  〒507-0901 岐阜県多治見市笠原町２８２７－１ 

電 話  0572-43-3218   ＦＡＸ  0572-43-4734 

E-ｍａｉｌ  ksg@minoir.jp 

第１回官公需適格組合証明取得    昭和５７年６月１７日 

(1) 代 表 者 名   虎 澤 範 宜 

(2) 設立年月日   昭和２８年８月１２日 

(3) 出 資 金   １１，８６０千円 

(4) 組合の地区   多治見市笠原町 

(5) 組 合 員 数   １９名 

(6) 組合員資格   タイル又は陶磁器の卸売業 

          組合の地区内に事業場を有すること 

(7) 事務局責任者役職・氏名 

        専務理事 亀山 謙司 

         常勤職員数   ７名 

(8) 主な物的施設  事務所(所有) 延 ２００㎡  土 地(所有) １，０５８㎡ 

(9) 主な受注品目  陶磁製タイル及び陶磁器飲食器 

(10) 共同受注実績   

年度 受注額 

令和３年度 ５６６，１２９千円 

令和４年度 ３５７，７３８千円 

令和５年度 ３２３，７６２千円 

     ＊主な受注機関  １．国等（国土交通省） 

               ２．都道府県（岐阜県）                   

     ３．市町村（岐阜県・岐阜市・多治見市等） 
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(11) 組合が受けている資格・許認可 

公共建築協会評価 

一般建設業の許可（タイル・レンガ・ブロック工事業） 

(12) 現在の証明有効期日  令和８年５月９日 

《概要》 

昭和２８年に、当時、茶碗の全国シェア８０％を占めていた笠原町で陶磁器又は、タイルの共同受注を柱として「笠原陶磁器商業協同組合」を設

立。 

その後、取引メーカーが茶碗等の陶磁器からタイルへと生産する製品の中心をシフトするにつれ組合員の業態もタイルの販売が中心となり、組合

員はタイル卸業者を中心とした組織に変わっていった。昭和５７年には、「官公需適格組合」の認定を受けた。また、平成４年ジェイアール東海商事

とタイル「MINOIR」取引契約の締結、平成７年には現在の「協同組合ｹｰエｽｼﾞ―」に名称変更し、平成１１年にはセルフクリーニング機能を持ったタ

イル｢美濃焼 CT タイル｣の製品化にメーカーの協力を得て成功しました。平成２０年６月にはヒートアイランド現象を緩和する「美濃焼クールアイラ

ンドタイル」を産学官連携によって商品開発、振興会に参加し販売をしている。 
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＜＜美美濃濃タタイイルル商商業業協協同同組組合合＞＞ 
 
        

 

 

 

 

 

 

所在地    〒507-0016 住所 岐阜県多治見市金岡町2-75  

電 話    0572(22)0546  FAX：0572(22)0516 

E-mail    minotile@poplar.ocn.ne.jp 

URL     https://minotile.com/ 

第１回官公需適格組合証明取得   昭和６３年５月１４日 

 （1） 代 表 者 名   理事長 加藤千廣 

 （2） 設立年月日   昭和２７年４月１日 

 （3） 出 資 金   ５９０万円  

 （4） 組合の地区   多治見市及び土岐市 

 （5） 組合員数    １８名 

（6） 組合員資格   タイル販売業を行う事業者であること 

地区内に店舗を有すること 

 （7） 事務局責任者役職：専務理事      

事務局長・鵜飼哲康 

常勤職員数：２名 

 （8） 主な物的施設：事務所（所有）６７㎡ 土地（所有）１，００４㎡ 

 （9） 主な受注品目：陶磁製タイル全般 

 （10）共同受注実績：  
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年度 受注額 

令和３年度 ５，９８０千円 

令和４年度 ４，８４８千円 

令和５年度 ２，２１９千円 

      ＊主な発注機関 

        国等のほか岐阜県、多治見市・土岐市・瑞浪市等 

 （11）現在の官公需適格組合証明有効期限日 令和８年５月２１日 

 

 

 

《概 要》 

弊組合は“官公需適格組合”を旗印とした「タイル・石材総合カタログ」を隔年で発

刊しています。このカタログには外壁用タイルから内装タイル、モザイクタイル、舗装

用タイル、石材まで多数掲載しています。 

また、インターネットの普及から需要の高まりに応えて、カタログをデジタル化し、 

「デジタルカタログ」として、組合のＷebサイトでも公開をしています。 

美濃焼タイルは、インテリアからエクステリアまで、意匠性と高い機能性を付随した

新しいタイルを提案しており、さまざまな建築物に彩りを添えることでしょう。 

弊組合は、一般に用いられるタイルの他、高等技術を要する重要文化財建築物の復元

用タイルを始め、特注タイルの受注等を得意としており、これら特殊タイルについての

情報提供が可能です。最新カタログのご要望を始め、是非とも官公需適格組合である幣

組合への発注をお待ち致しております。 
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＜＜多多治治見見市市管管工工事事協協同同組組合合＞＞  

所在地  〒507-0057 岐阜県多治見市赤坂町 8丁目 86番地の 3 

電 話  0572-22-0240   ＦＡＸ  0572-22-0044 

 

第１回官公需適格組合証明取得日    平成２６年３月２７日 

（1）代表者名   代表理事  柘 植 耕 一 

（2）設立年月日  昭和４７年１１月４日 

（3）出 資 金  ３７，８１０千円 

（4）組合の地区  多治見市 

（5）組合員数   １９社 

（6）組合員資格  

         ①管工事業を行う事業者 

         ②組合の地区内に事業場を有すること 

（7）事務局責任者役職・氏名 

         事務局長  木股 正博 

         常勤職員数   ４名 

（8）主な物的施設  

         事務所(所有) 延 ４１２．１９㎡  土地(所有) １，２２３㎡ 

         倉庫建物(所有) 延 １５３㎡  倉庫土地(所有) ５６３㎡ 

（9）主な共同受注（役務） 

         ①給配水管維持管理に関する業務 

         ②給配水管維持管理のための待機当番業務 
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         ③水道量水器の維持管理業務及び更新に関する業務 

         ④漏水の調査業務 

         ⑤公共下水道管路及び公共桝等の維持管理に関する業務 

（10）共同受注実績                          （単位：千円） 

年度 
給配水管維持管

理に関する業務 

水道量水器の

維持管理業務 

待機当番

業務 

漏水調査

業務 

公共下水道維

持管理業務 
合計 

令和３年度 ４７，９１３ ２８，４６３ ３，９６０ １９９ ９，７９８ ９０，３３３ 

令和４年度  ４９，２７４  ３３，６９９ ３，９６０ １，３９４  ９，８０１ ９８，１２８ 

令和５年度 ４５，４８４ ３０，７０２ ３，９６０ ０ ７，７２４ ８７，８７０ 

     ＊主な受注機関  多治見市 

(11)現在の証明有効期日   令和８年３月２６日   

 

- 6-



《概要》 

 当組合は昭和４７年１１月、それまで任意組織で活動していた多治見市内の管工事業者によって、工事の共同受注体制の確立と組合員の事業経営安定化を図る

目的を以って「多治見市管工事協同組合」を設立しました。 

昭和４８年からは、これまで工事に必要な資材を多治見市より購入していましたが、これら資材の一部をメ－カ－から直接購入することが可能となり、組合員が

取り扱う資材等の共同購買事業が本格稼働し始めました。 

この他には組合員が利用する機械を組合で購入し貸し出しする共同利用事業を実施し、平成２年には組合員が市町村へ提出する上下水道原簿等の作成をする事

務代行事業を開始しました。また、平成９年４月には多治見市と「修繕業務委託契約」を締結し水道管を１年３６５日２４時間維持管理する待機当番業務と漏水

修繕等の給配水管維持管理業務を開始しました。その後、平成１６年には「修繕業務委託契約」に居住者の入退去に伴うメ－タ中止復活業務が、さらに平成２６

年には検定満期メ－タ－の交換をするメ－タ取替業務、平成２７年６月には多治見市と公共下水道管路等の閉塞解消作業を行う「公共下水道修繕業務委託契約」

を、同年９月には公道に埋設された給水管、送配水管の有収率を向上させることを目的とした「漏水調査業務委託契約」を締結するなど日々新たな事業や業務を

模索しながら、積極的な事業運営に努めております。 

☆給配水管維持管理に関する業務☆ 

                               管の老朽化による漏水修繕業務 
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＜＜土土岐岐市市管管工工事事協協同同組組合合＞＞  

所在地  〒509－5122  岐阜県土岐市土岐津町土岐口 1989番地の 2 

電 話  0572－55－5327   ＦＡＸ  0572－55－2031 

E-ｍａｉｌ  tokisikankouji.kyoudoukumiai@wave.plala.or.jp 

 

第１回官公需適格組合証明取得    令和元年１１月１日 

(1) 代 表 者 名   猪野 浩一 

(2) 設立年月日   昭和５７年７月７日 

(3) 出 資 金   ９，０００千円 

(4) 組合の地区   土岐市の区域 

(5) 組 合 員 数   ９名 

(6) 組合員資格   ①土岐市上水道指定工事店であること 

         ②組合の地区内に事業場を有すること 

(7) 事務局責任者役職・氏名   岩島 由紀 

 常勤職員数    １名 

(8) 主な物的施設  事務所(所有) 延 ７４㎡  倉庫１５０㎡  土地（借用） 

(9) 主な受注品目  ①給配水管維持管理に関する業務 

  ②給配水管維持管理のための待機当番業務 

(10) 共同受注実績   

年度 受注額 

令和３年度 ４６，９５０千円 

令和４年度 ３７，３６３千円 

令和５年度 ５７，２９２千円 

     ＊主な受注機関  土岐市 
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(11) 現在の証明有効期日   令和７年１０月３１日   

《概要》 

当組合は、昭和５７年７月、それまで任意組織で活動していた土岐市内の管工事業者１５社によって、共同受注事業、共同購買事業、共同利用に

関する事業、事業資金の貸付を主とした経済事業を実施するため事業協同組合を設立した。 

以来、上下水道の共同受注、設備工事用資材の共同購買事業をはじめ、組合員が取り扱う機械等の共同利用事業などを実施してきた。また、土

岐市と密接な連携を保ち、土岐市と昭和６１年には「待機当番業務」の受託、平成１０年に「修理業務委託契約」、平成１９年に「災害時における

水道業務の応援に関する協定」を締結し、地域内の上下水道の適切な維持管理、災害時など緊急時への対応など地域のライフラインの維持を行い

地域にも貢献しながら事業活動を行っている。 
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＜＜高高山山管管設設備備工工業業協協同同組組合合＞＞ 

 

所在地  〒506-0001 岐阜県高山市冬頭町 107番地の 1 

電 話  0577－34－9378    FAX  0577－34－9395 

第 1回官公需適格組合証明取得日   平成２９年３月１４日   

(1) 代表者名   代表理事  洞口 直樹 

(2) 設立年月日  平成２年７月１３日 

(3) 出 資 金  ８，６００千円 

(4) 組合の地区  高山市 

(5) 組合員数   ４３名 

(6) 組合員資格   ① 高山市より上水道及び下水道工事の指定工事店としての指定を受け、管工事業を行う事業者であること 

          ② 組合の地区内に事業場を有すること 

(7) 事務局責任者役職・氏名 

          専務理事(常勤)  東 泰士 

          理事(常勤)   中田喜普 

常勤職員数   １８名 

(8) 主な物的施設  

                   事務所（所有）延２５６．７㎡ プレハブ倉庫（所有）１２．７㎡ 

          土地（賃借）   ５７８．８㎡ 

(9) 主な共同受注（役務） 

                  ① 量水器取替業務 

          ② 給水申請業務 

          ③ 工事当番事業 
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(10)共同受注実績                        （単位：千円） 

年 度 量水器取替業務 給水申請業務 工事当番業務 合  計 

令和３年度 ３４，５４８ ５，２９１ １６，２８０ ５６，１１９ 

令和４年度 ２３，４５８ ６，４６３ １６，２８０   ４６，２０１ 

令和５年度 １９，８２０ ６，１４７ １６，２８０ ４２，２４７ 

                             ＊主な受注機関   高山市 

 

(11)現在の証明有効期日  令和８年３月１３日 
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《概要》 

  昭和 29年発足した高山市上水道工事指定店組合と昭和 55年に発足した高山市下水道工事指定店組合を統合し、新たに昭和 62年高山市上下水道

指定工事店組合を設立しました。 

その後工事の共同受注・共同購買体制を整備し、組合員の事業経営安定化を図る事を目的として法人化することとし平成２年７月に高山市上下

水道指定工事店の指定を受けた 35 名により「高山管設備工業協同組合」を設立しました。平成 17 年２月には、高山市と近隣９町村が合併し、新

たに 2,180km2の広大な面積を有する高山市が誕生し、組合員数も 57名となりました。 

平成 18年６月一般建設業許可（土木工事、管工事、水道施設工事）を取得し、組合として共同受注ができる体制を整えました。 

  平成２年の設立以来、検定満期量水器取替業務を高山市から受注実施し、また平成 14年からは、開栓、閉栓などの給水申請業務を受注し開始し

ました。また給配水管の突発漏水修繕に対しいつでも対応できる体制をとり、市民生活における水道トラブルの解消に努めてきました。 

  平成５年からは、組合員の給水・排水申請書をコンピューターCADにより代行して作成する事業を開始しました。 

  地震、大雨等による水道施設災害復旧に備え高山市と災害復旧応援協定を結ぶと共に、連携し広域的な対応ができるよう飛騨地域の高山、飛騨、

下呂の３組合で協議会を立ち上げ「飛騨地域の災害時における水道施設の応急活動の相互支援に関する協定書」を締結し、平常時のみならず災害

等非常時に市民のライフラインが早期に確保できるよう体制整備に努めています。 

  およそ三分の一の組合員は、災害等非常時にもいち早く事業を立ち上げできるよう BCP（事業継続計画）を策定し、迅速な市民ライフライン確

保に備えています。 

  また、組合員の安定した事業経営継続に資するため、今後も更なる積極的な事業運営、業務拡大に努めていきたいと考えています。 
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               量水器取替業務 

        取替状況           チェックリストで点検確認 
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＜＜岐岐阜阜県県石石油油商商業業協協同同組組合合＞＞  
所在地  〒500-8281 

 岐阜県岐阜市東鶉１丁目３番地の２ 

電 話  058-271-2903  Ｆ Ａ Ｘ 058-271-2905 

HP ｱﾄﾞﾚｽ http://gssnet.jp 

第１回官公需適格組合証明取得  昭和５９年５月１９日 

(1) 代 表 者 名   理事長 澤 田  栄 

(2) 設立年月日   昭和２７年９月１５日 

(3) 出 資 金   ６０，０３５，５００円 

(4) 組合の地区   岐阜県 

(5) 組 合 員 数   ３０６名 

(6) 組合員資格   石油販売を行う事業者であること 

             岐阜県内に事業所を有すること 

(7) 事務局責任者役職・氏名  専務理事 後 藤 久 盛 

 常勤職員数   ３名 

(8) 主な物的施設  事務所(所有) 延１０４８．３㎡  土 地(所有) ８０４㎡ 

(9) 主な受注品目  燃料類(ガソリン、軽油、灯油、重油、オイル) 

(10) 共同受注実績   

年度 受注額 

令和３年度 １７，３８７千円 

令和４年度 １８，４３３千円 

令和５年度 １９，７８７千円 

     ＊主な受注機関 国、岐阜県 
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(11) 組合が受けている資格・許認可 

石油製品販売業開始の届出 平成１１年２月２４日 

    届出番号 ４－２１－００－３３１７   

    行政庁名 中部経済産業局 

(12) 現在の官公需適格組合証明有効期日  令和９年２月１８日 

《ＰＲコーナー》 

当組合は、昭和５９年に官公需適格組合証明を取得して以来、県下の組合員給油所において給油ができるメリットを活かして、官公庁と燃料類供給の契約を締

結しています。当組合では、計量自主管理事業や分析事業を実施して、適正な燃料類供給と官公庁の利便性に努めています。併せて、災害時における石油製品

の安定供給に資するため、県内組合員給油所の半数以上が住民拠点ＳＳとなり、自家発電機を設置し災害時における石油製品の安定供給ができる体制となって

います。なお、毎年組合員給油所において経営者・給油所スタッフを対象に、通常電気から自家発電機に切替して給油する「災害時対応実地訓練」を実施し、災害

対応能力を強化する取り組みを行っています。 

 昨年に引き続き、本年も９月より、災害時に地域と国民の安心を支えることを目的とした『満タン＆灯油プラス１缶運動』を、全国石油商業組合連合会と４７都道府

県の石油組合が一体となって全国展開します。岐阜県においても当組合員全給油所５２６ＳＳが運動に参加します。 

 岐阜県との間では「災害時における石油類燃料の供給に関する協定」や「災害時における被災者支援に関する協定」を締結する等、地域貢献活動にも積極的に

取り組んでいます。 

 現在、災害協定と官公需の一体化を目指し、各市町村等との災害協定締結を進めるとともに、平時における燃料類の官公需受注増大に努めています。
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計量自主管理制度 

★組合で実施している計量自主管理制度に加入している給油所では・・・ 

当組合で給油所（ＳＳ）ごとの計量器台帳を管理し、計量器（自動車等燃料油メーター）の有効期限の更新だけでなく、計量 

器の年１回の定期検査を実施しています。そのため、給油所では常時適正な状態で計量し、燃料油の販売をしています。 
 

品質の確保  「試買分析」と「委託分析」 

ガソリン、軽油、灯油の３つの油種については品質確保法で強制規格が定められています。

給油所でその強制規格が適正に守られているかどうかを確認するために行われているのが

「試買分析」です。全国石油協会では給油所店頭でハイオク・レギュラーガソリン、軽油、灯油

の４油種を購入し全国９ケ所の試験センターに集め、その品質が法定規格に適合しているか

どうか分析し、不適合と判断された事例については速やかに経済産業省と関係経済産業局

に報告し、必要に応じて国による立ち入り検査が行われています。 

 一方、給油所では原則として 10日に１回、販売しているガソリンを自ら分析する義務（「自己

分析義務」）があり、品質確保法に基づく登録分析機関である全国石油協会へ委託し、分析

を行っています。（「委託分析」） 

 このように、給油所で販売する燃料油は「試買分析」と自己分析（「委託分析」）の２つの方

法で、品質の確保が図られています。 

 

災害時における石油類燃料の供給に対する取り組み 

災害時における燃料供給を円滑に行うため、県と協定を締結しています。 

東日本大震災の際には大規模な停電と交通網が寸断され、東北地方の多くのＳＳが営業不能となり、石油製品の供給不足となったことから、石油備蓄確保法が

改正され、緊急時の石油製品供給に必要な情報収集拠点として全国の石油組合が指定されました。 

大規模災害発生時には病院施設・緊急車両、消防施設・車両、一般車両等に石油製品を安定的に供給できる体制に取り組んでいます。なお、本年１月の能登半

島地震では行政からの燃料油緊急供給要請に対し、組合員ＳＳが早期復旧に向け、緊急時の燃料油供給に取り組みました。 

また、災害時の緊急燃料油供給を迅速に行えるよう、組合員ローリーを緊急通行車両として、出動できる体制を整備しています。 
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＜＜土土岐岐市市陶陶磁磁器器卸卸商商業業協協同同組組合合＞＞ 

 

所在地 〒509-5121 岐阜県土岐市土岐津町高山４番地 

電 話 0572（53）0005 ＦＡＸ 0572（55）6177 

ＵＲＬ http://www.chuokai-gifu.or.jp/tosho/ 

ＵＲＬ https://tokishi.com 

E-mail minoyaki@tokishi.com 

 

第 1 回官公需適格組合証明取得日  平成１０年１１月１０日 

（1） 代表者名    安 藤 浩 市 

（2） 設立年月日   平成３年４月１日 

（3） 出資金     １８，７００千円 

（4） 組合の地区   岐阜県土岐市 

（5） 組合員数    ７３名 

（6） 組合員資格   ① 陶磁器の卸売業を行う事業者であること 

           ② 組合の地区内に事業場を有すること 

（7） 事務局管理者役職・氏名 専務理事 長谷川祥司 

（8） 主な物資施設  事務所（借用） ２５９．６６㎡ 

           土 地（借用） ４６２．００㎡ 

    その他の設備等 展示販売場   １５３．００㎡ 

           倉庫      ７９４．９５㎡ 

（9） 主な受注品目  高強度磁器製給食用食器・陶磁器製飲食器・ほか 

（10）共同受注実績 

年度 受注件数 受注金額 

令和３年度 １８件 ２，５９０千円 

令和４年度 ２６件 ６，６６８千円 

令和５年度 １９件 ８，５８７千円 

（11）現在の証明有効期限 令和８年１１月９日 
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≪概要≫ 

学校給食は、戦後食糧のない時代の児童生徒の栄養改善の目的から、飽食の現在では、日々の食事を通してあたたかい生活習慣の収

得、自分の健康管理のための学習の場に大きく変わっています。我が国の食文化は、繊細な感性が生み出す独特のものであり、「器も料

理のうち」といわれる様に、料理と器を不離一体のものとして捉え、心豊かな食生活を理想としております。「ゆとりある教育」を進め

る上で、安全・安心といった根本的課題を解決することは重要であり、人間の生活の基本である食生活をより豊かにする給食用食器の

あり方は、大切な今日的課題であり、「食育」の必要性が叫ばれる程であります。 

 高強度磁器は、理想的な給食を実現するため、１３００有余年の陶業の歴史を持ち、現在も陶磁器の一大生産地である土岐市が、土

岐市陶磁器試験場において１９８５年にファインセラミックスの技術を応用し開発し、業界への技術移転により製品化に成功し、既に

全国３，９００ヶ所以上の保育園・幼稚園や学校、病院、公官庁等でご利用いただいているところです。 

 なお、高強度磁器とはいえ、極端な取り扱いをすれば破損する可能性もありますので、学校などでは「物を大切にする」という教育

的効果も表れ、給食時の姿勢が良くなったと好評をいただいております。もちろん、強化ガラス食器のような危険性の高い割れ方はい

たしません。また、高強度磁器は高温焼成され極めて安全且つ衛生的であり、生殖機能に悪影響を及ぼすと言われます環境ホルモンの

心配は全くありませんし、高温による保管が可能ですので O－１５７対策としても極めて有効なものと存じます。  
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＜＜大大垣垣市市指指定定管管工工事事業業協協同同組組合合＞＞  

所在地  〒503-0918  岐阜県大垣市西崎町２丁目５８番地 

電 話  0584-78-5639   ＦＡＸ  0584-78-5883 

 

第１回官公需適格組合証明取得    令和３年１０月２９日 

(1) 代 表 者 名   松井 康信 

(2) 設立年月日   昭和３３年１０月１８日 

(3) 出 資 金   ３３，６００千円 

(4) 組合の地区   大垣市の区域 

(5) 組 合 員 数   １６名 

(6) 組合員資格   ①水道工事請負を行う事業者であって、大垣市指定給水装置工事業者及び 

大垣市下水道排水設備指定工事店であること 

         ②組合の地区内に事業場を有すること 

(7) 事務局体制   常勤職員数    ２名 

(8) 主な物的施設  事務所(所有) １８１㎡  倉庫（所有） ３８㎡  土地（所有） ８５３㎡ 

(9) 主な受注品目  ①量水器取替業務 

  ②夜間等の宅内給排水及び水道施設の緊急点検業務 

 ③上下水道の漏水修理業務 

(10) 共同受注実績   

年度 受注額 

令和３年度 ４４，２４９千円 

令和４年度 ４５，７７０千円 

令和５年度 ４９，３２２千円 

     ＊主な受注機関  大垣市 
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(11) 現在の証明有効期日   令和６年１０月２８日   

《概要》 

当組合は、昭和３３年１０月、大垣市内の水道工事業者の経済的地位の向上を目的として、水道工事の共同受注事業や資材の共同購買事業を推進

すべく、大垣市内の水道工事請負業者２３社により「大垣市公認水道工事業協同組合」を設立した。以来、水道工事用資材の共同購買事業をはじめ、

組合員のための共同経済事業を実施してきた。 

大垣市と密接な連携を保ち、平成１５年３月に大垣市と本組合との間で「災害時における応急復旧の応援に関する協定書」を締結。また、平成１

５年１月に岐阜県管設備工業協同組合が、岐阜県との間で「災害時における応急復旧の応援に関する協定書」を締結し、本組合は、西濃地区の災害

対策本部となった。 

平成２４年度より、「社会貢献委員会」を新設。市内の小学校において水道設備の無償点検を行った。 

当組合は、ライフラインである水道管の維持・管理を通じて市民生活に貢献しながら事業活動を行っている。 
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